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建物被害認定に関する現状

• 調査員の個別訪問調査

– 一次調査：外観目視（10-15分／棟）
行政による
調査次調査：外観目視（10 15分／棟）

– 再調査：外観＋内観目視（90-120分／棟）

• 調査員 通常業務で

調査

• 調査員

– 自治体職員（被災自治体＋応援自治体）

税務課固定資産担当

通常業務で
ない業務

– 税務課固定資産担当

• 調査期間

約 書
被災後なる

– 一次調査：約1ヶ月（罹災証明書発行まで）

– 再調査：罹災証明書発行後

被災後なる
べく早く

• 調査対象：すべての建物

– 一次調査：悉皆調査（柏崎市：約6万棟） 膨大な量
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建物被害認定に関する課題

• 調査棟数の増大
– 調査スピードの低下と調査期間の長期化

• 調査員の増員調査員の増員

– 長期間の大量の調査員の動員戦略の欠如

調査の質（公平性 的確性）の確保• 調査の質（公平性・的確性）の確保

– 被害を見る視点の統一が困難

• 調査結果のデータ処理

り災証明書発行までのデ タ処理が困難– り災証明書発行までのデータ処理が困難

• ロジスティックスの欠如
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首都直下地震における調査量の試算

• 東京都被害想定によると（東京湾北部 M=7.3）

– 総建物棟数：270万棟

– 震度5強以上（面積64％）：172万棟 159万棟

要調査棟数

震

– 震度6弱以上（面積35%）：94万棟

全壊棟数（火災を除く）：12 6万棟

159万棟
81万棟

– 全壊棟数（火災を除く）：12.6万棟

内閣府被害想定 よると（東京湾北部 ）• 内閣府被害想定によると（東京湾北部 M=7.3）

– 全壊棟数（火災を除く）：19.5万棟壊棟数（火災を除 ） 棟

単純に1.5倍と考えると、要調査棟数は 122～239万棟
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単純に1.5倍と考えると、要調査棟数は 122 239万棟



り災証明の遅延よって予想される問題点

• 災害救助法の適用災害救助法の適用

– 応急仮設住宅

住宅の応急修理– 住宅の応急修理

• 被災者生活再建支援法の適用• 被災者生活再建支援法の適用

• り災証明に基づく自治体・民間の被災者支援• り災証明に基づく自治体 民間の被災者支援

各種被災者支援策の遅延り災証明書の遅延を前提とした支援策の検討
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それぞれの結果の関係性は？

安全性 経済的損失安全性
応急危険度判定

経済的損失
建物被害認定

復旧性
被災度区分判定

保険金
保険の査定

被災者のニーズ：一度の調査で全部検査してほしい＝一つの調査で全部を計ってほしい被災者のニ ズ： 度の調査で全部検査してほしい＝ つの調査で全部を計ってほしい

調査サイド：同じ家を何度も訪問するのは調査資源のムダ

住まいの再建に結びつく総合判定がない
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被害の自己診断と被害図面の作成
新潟県中越沖地震 柏崎市 おける試行ー新潟県中越沖地震 柏崎市における試行ー

• 自己診断

– 再調査を申請された方全員に、被災者自身で自再調査を申請された方全員に、被災者自身で自
宅の被害箇所とその程度を記入する用紙を配布
し、自己診断をお願いしたし、自己診断をお願いした

– 目的：– 目的：

1.被災者への調査方法の理解の促進

自宅 被害 客観化2.自宅の被害の客観化

3.調査漏れ箇所の解消
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40

不完全な図面 完全な図面

116

40
9%

サンプル：
8/18-8/28

230
49%

25%

未記入

不完全な図面

465件

79
17%

不完全な図面

追加記入必要

完全図面

追加記入が必要であった図面
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追加記入が必要であった図面
自己診断図面の割合



調査員による被害図面の作成

建築士による被害図面

図面 表記方法がバ バ図面の表記方法がバラバラ

標準的な被害図面表記法
の開発
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行政職員による被害図面 の開発



自己診断試行の結果と考察

• 被災者の同意

– 納得性の向上（理解の促進、見落としの減少）納得性の向 （理解の促進、見落 しの減少）

– 時間の短縮

– 専門家との意見の相違の解消専門家との意見の相違の解消

– 高齢者など自己診断ができない場合、家族、子供、親戚など一
族で対応

– 隣接建物との比較が可能

• 自治体職員による調査自治体職員による調査

– 調査結果の問い合わせに客観的に回答できる

– 見解の相違のポイントの明確化– 見解の相違のポイントの明確化

– 被害図面の作成に時間がかかる

被害量の把握がばらつく
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– 被害量の把握がばらつく



被害図面の表記法の標準化表

被害量の計量法の標準化被害量 計量法 標準化

計量
（点数化）

被災住宅
図面化

（点数化）

被害程度の基準（内閣府）
被害図面

調査票
（被害点数の算出と被災度判定）
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被害図面
（被害程度と被害箇所・長さ・面積）

（被害点数の算出と被災度判定）



自己診断システムの提案例
１．外壁全体のタイルの数を求めるため、全タイル数

から窓のタイル数を除きます。

外壁のタイル数＝全タイル数－窓のタイル数

２．それぞれの色のタイルの数を数えて、損傷率
の計算表に記入します。
損傷率は自動的に計算されます。

集計：
外壁の全タイル数：212
被害程度 I（青）：10被害程度 I（青）：10
被害程度 II（緑）：8
被害程度 III（黄）：19
被害程度 IV（赤）：6

A.   外壁：58 tiles, 窓：26 tiles
被害程度 I:6, II:2, III:12, IV:3

D.   外壁：46 tiles, 窓：17 tiles
被害程度 I:1, II:3, III:4

損傷率の計算表損傷率の計算表

全体 212

I 10

II 8II 8

III 19

IV 6

V 0
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B.   外壁：47 tiles, 窓：16 tiles
被害程度 II:3

C.   外壁：61 tiles, 窓：23 tiles
被害程度 I:3, III:3, IV:3

損傷率(%) 8 



自己診断－自己申告モデル構築に向けて

建物被害認定
自己診断－自己申告モデル

自己診断
システム

相談
システム

申告
システム

審査・調査
システム

図面作成

被害確認

被害量計測

相談会

Ｑ＆Ａ

世帯確認

建物確認

申請内容審査

現地調査

被災度判定

写真撮影

マニュアル

罰則規定

不服申し立て制度
マ ュアル

自己診断 訪問調査

メリット・デメリット比較
自己診断 訪問調査

結果確定までの時間 ○ ×

判定の容易さ △ ○

判定の公平性 △ △

被災者の納得性 ○ △
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自治体にかかる費用 ○ ×

モラルハザードの危険 △ ○



確定申告とのアナロジー

• 申請書自己記入 • 被害図面の自己記入

確定申告 被災度申告

• 申請書自己記入

• 納付・還付額自己算定

領収書ベ スで算定

• 被害図面の自己記入

• 被害点数の自己算定

図面ベ スで算定• 領収書ベースで算定

• 税務署で記入相談

• 図面ベースで算定

• 記入相談の受付

• 自己申告

• 税理士印で迅速化

• 自己申告

• 認定士印で迅速化

• 各地で相談会の実施

• 虚偽の申告には罰則

• 各地で相談会の実施

• 虚偽の申告には罰則虚偽の申告には罰則

• 税務調査

虚偽の申告には罰則

• 被害認定調査
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確定申告人数（2007年度）：約2,361万6,000人



自己診断システム採用までのロードマップ

行政による外観目視＋内部再調査
全棟調査

行政による外観目視＋内部再調査
現住居宅のみ

被災者による外観＋内部自己診断
全建物自己申告

理解と納得 行政と被災者の協同 被災度認定業務の外部化2008 2010 201X

全棟調査

外観＋内観自己診断
被災度（点数）算出

居

被災者による外観＋内部自己診断
現住居宅以外

結果の比較

全建物自己申告

外部機関による診断結果の審査

被害図面表記法の標準化被災建物
調査DB

DB「家屋の被害」 「判定の例示」改訂

技術
開発

被害量計測法の標準化

復旧工法と被災度の分析

調査DB

被害認定指針の改定

道具

被害認定手法

書式・書類

安全性と被災度の分析

被害認定指針の改定

被災者被害認定トレーニングツール

調査員被害認定トレーニングツール

教本・普及メディア

制度
設計

罰則規定

被害認定業務のコスト分析 被害認定業務の外部委託

一般耐震補強トレーニングツール

外部委託の条件検討
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設計
審査規定専門家の動員


